
西宮市保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、保育所等を設置する法人における保育士のための宿舎借り上げを支

援することにより、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、保育士宿舎借り上げ支

援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象者）  

第２条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、西宮市内において次条３

号に掲げる施設又は事業所を設置する法人であって、雇用する保育士又は保育教諭を居

住させるために借り上げている宿舎（以下「補助対象宿舎」という。）に居住させている

ものとする。 

（補助対象となる施設）  

第３条 補助対象となる施設又は事業所（以下「補助対象施設」という。）は、西宮市内に

所在し、かつ、次に掲げるものとする。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（同法

第３５条第４項の規定により認可を受けた施設に限る。） 

（２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

（３）児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業又は同条第１２項に規

定する事業所内保育事業（いずれもＡ型及びＢ型に限る。）を行う事業所  

（補助対象保育士等の要件）  

第４条 補助対象となる保育士又は保育教諭（以下「補助対象保育士等」という。）は、次

に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。 

（１）補助対象施設に勤務する常勤又は常勤的非常勤（１日につき６時間以上かつ１月に

つき 20日以上勤務）であること 

（２）補助対象宿舎に単身（対象保育士等に配偶者及び、１８歳以上の同居人が存在しな

いこと）で居住していること。ただし、補助対象保育士等について、配偶者と離婚協議

中であることが、市長が別で定める資料から明らかであり、かつ、生計が別である場合

はその限りではない。 

（３）補助対象者が補助対象保育士等について平成２９年４月１日以降に補助対象者に

採用され、かつ、補助対象者に採用された日が属する会計年度から起算して、１０年目

の会計年度末までであること 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象保育士等とならない。  

（１）補助対象宿舎の居住に係る住居手当等を支給されている者 

（２）補助対象者が設置している施設又は事業所を退職した日から１年以内に、同一の補

助対象者が設置している施設又は事業所に再び勤務を始めた者 



（補助対象宿舎の要件）  

第５条 補助対象となる宿舎は、次に掲げる要件を満たす宿舎とする。 

（１）補助対象保育士等を居住させるため補助対象者が借り上げていること 

（２）補助対象保育士等が居住していること 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者が所有する宿舎にあっては、補助対象宿舎とな

らない。 

（１）補助対象施設を設置する者 

（２）前号に掲げる者の役員又は職員等である者 

（３）前２号に掲げる者が役員又は職員等となっている者 

（４）その他前３号に掲げる者と密接な関係を有する者 

（補助対象経費）  

第６条 補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の２号に掲げるもの

とする。 

（１）補助対象宿舎の借り上げに係る費用のうち、賃借料、共益費及び管理費 

（２）その他市長が補助対象宿舎の借り上げのために必要と認める経費 

２ 補助対象者が補助対象保育士等から賃借料等を徴収している場合にあっては、補助対

象経費から補助対象保育士等から徴収している賃借料等の額を控除するものとする。 

（補助金の算定基準）  

第７条 市長は、別表に定める基準額により算出した額を補助対象者に補助するものとす

る。 ただし、１，０００円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。  

（交付申請）  

第８条 西宮市補助金等の取扱いに関する規則（昭和５７年西宮市規則第８１号。以下「補

助金規則」という。）第７条第４号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲

げるものとする。 

 （１）賃貸借契約書の写し 

 （２）雇用契約書の写し 

 （３）世帯全員の住民票の写し 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれにも該当するときは、当該補助対象保育士等

に関する前項第３号の書類を省略することができる。 

（１）補助対象保育士等が西宮市内の補助対象宿舎に居住していること 

（２）補助対象保育士等が、市長が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第

１号から第８号及び第９号に規定する事項を閲覧及び取得することについて同意す

ること 

（３）補助対象保育士等が、市長が前号で取得した情報のうち、第４条及び第５条の審査

のために必要な情報を補助対象者に提供することについて同意すること 

 



（実績報告）  

第９条 補助金規則第１４条第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲

げるものとする。  

 （１）世帯全員の住民票の写し 

（２）対象保育士本人負担額報告書 

（３）補助対象宿舎の借り上げに係る経費の金額が分かる領収書等の写し 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれにも該当するときは、当該補助対象保育士等

に関する前項第１号の書類を省略することができる。 

（１）補助対象保育士等が西宮市内の補助対象宿舎に居住していること 

（２）補助対象保育士等が、市長が住民基本台帳法第７条第１号から第８号及び第９号に

規定する事項を閲覧及び取得することについて同意すること 

（３）補助対象保育士等が、市長が前号で取得した情報のうち、第４条及び第５条の審査

のために必要な情報を補助対象者に提供することについて同意すること 

（補則） 

第１０条 補助金の交付等に関し、この要綱に定めのない事項については、補助金規則に定

めるところによる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

  

付 則   

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年３月１日から平成２９年３月３１日までに補助対象者に採用された者に対

する第４条の規定の適用については、同条第３号中「平成２９年４月１日以降に」とある

のを「平成２９年３月１日以降に」とし、「採用された日が属する会計年度」とあるのを

「採用された日が属する会計年度の翌年度」とする。 

付 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、令和４年５月 18日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

   付 則 

１ この要綱は、令和５年３月８日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和５年６月７日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 



付 則 

１ この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第７条関係）  

補助対象経費 算定基準（１，０００円未満切捨て） 

賃借料 

共益費（管理費） 補助対象経費（月額８万２千円を上限とす

る。）の４分の３ 上記のほか特に必要とするもので、市長が

認めるもの 

 


